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Ⅰ．はじめに
日本において、地域の自然・文化遺産を世
界遺産に登録しようとの動きが活発化してお
り、鳥取県もその例外ではない。しかしなが
ら、世界遺産に既に登録された日本における
先行事例が示すように、世界遺産登録によっ
て、世界遺産登録地に観光客が押し寄せ、か
えって環境が悪化し、世界遺産条約にある
「各締約国は、（自国の領域内に存在する）文
化遺産及び自然遺産を認定し、保護し、保存
し、整備し、及び、将来の世代へ伝えること
を確保することが第一義的には自国に課され
た義務であることを認識する。」（世界遺産条
約第４条一部抜粋）という本来の目的とは矛
盾するような出来事が起こっているとの報告
が、メディアなどによりたびたび行われて
いる。
これは、世界遺産と持続可能な観光のそれ
ぞれの概念と両者の相互関係が世界遺産推進
運動関係者に明確に理解されないまま、世界
遺産登録が確定してしまったことと関係があ
ると思われる。具体的には、一つには、観光
活動を行うことにより観光地の保全を目的と
した「持続可能な観光」に対する認識不足、

もう一つは、世界遺産推進運動関係者にとっ
て、世界遺産として登録するということは、
地域の観光振興に大きく寄与するという、世
界遺産の副次的な効果を世界遺産の目的と捉
える者が多く、遺産の保護という最優先課題
が軽視されがちであるという点が原因となっ
ている。
以上のような観点から、本論文は、鳥取県
において世界遺産暫定リストへの登録候補者
として2001年から世界遺産推進運動を行って
いる三徳山を取り上げ、まず、運動開始から
現在までを概観することにより、これまでど
のような主体が、どのような考えにもとづき
活動を行ってきたのかを概観する。次に、世
界遺産登録と登録地の観光客数の変化との関
係に関する先行研究をもとに、三徳山が世界
遺産に登録された場合の観光地としての可能
性を考える。さらに、運動開始から４年経っ
た現在、三徳山の世界遺産推進運動関係者の
活動に対する意識はどのようなものであり、
三徳山の世界遺産推進運動の過程において、
遺産の保護と持続可能な観光という観点から
何が課題となっているのかについて、考察・
分析することを目的とする。
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Ⅱ．世界遺産の概要
1972年の第17回ユネスコ総会で採択された
世界遺産条約１にもとづいて作成されるのが
「世界遺産リスト」であり、これに登録され
たものが「世界遺産」である。世界遺産には、
文化遺産、自然遺産、複合遺産がある。文化
遺産は、歴史上、芸術上、学術上顕著な普遍
的価値を有するモニュメント・建造物群・遺
跡と定義され、自然遺産は、鑑賞上、保存上、
学術上、景観上顕著な普遍的価値を有する生
物及びその生息地、自然景観などと定義され
ている２。そして文化遺産と自然遺産両方の
要件を満たしているものが複合遺産である。
世界遺産条約では、第４条において「締約
国は、第１条及び第２条に規定する文化遺産
及び自然遺産で自国の領域に存在するものを
認定し、保護し、保存し、整備し、及び、将
来の世代へ伝えることを確保することが第一
義的には自国に課された義務であることを認
識する。」と明記されており、ここから世界
遺産の究極の目的は、「普遍的価値を有する
文化遺産・自然遺産」の保護にあることが明
らかである。
2005年７月現在、世界遺産リストに掲載さ
れている世界遺産の総数は812件であり、内
訳は、文化遺産が628件、自然遺産が160件、
文化遺産と自然遺産の両要素を併せ持つ複合
遺産が24件である３。

Ⅲ．世界遺産を巡る日本国内の状況
日本は世界遺産条約に1992年に批准し、

1993年から地域の文化・自然遺産を順次世界
遺産に登録させてきた。2005年７月現在、日
本から13件が世界遺産リストに登録されてお
り、内訳は、文化遺産が10件、自然遺産が３
件で、複合遺産は今のところはない４。（表１
参照）

世界遺産候補地はまず「暫定リスト」に記
載される必要があるが、これは、各国が今後
世界遺産リストへの登録に推薦予定の遺産の
リストである。そのような遺産は、文化財保
護法や自然環境保全法、自然公園法などの国
内の法律によって確実に保護されていること
が前提条件となっており、その他の指示条件
や登録基準にもとづき専門家による検討委員
会が世界遺産候補地を検討し、世界遺産委員
会に提出することになっている。
現在、暫定リストに記載されているのは、

平泉の文化遺産（岩手県）、石見銀山遺跡
（島根県）、彦根城（滋賀県）、古都鎌倉の寺
院・神社（神奈川県）の４つである。この暫
定リストに記載されるためには、普遍的な価
値を有することを論理的に証明しなければな
らないが、その他に、推薦のためのいくつか
の条件を満たさなければならず、推進運動関
係者にかなりの労力と時間を必要とする。現
在、日本ではこの暫定リストに記載されるべ
く、約50カ所の地域で登録推進運動が展開さ
れているが５、多くは観光振興を第一義的な
目的として世界遺産登録を目指そうとしてお
り、暫定リスト基準に照らし合わせると、現
段階では国が世界遺産として推薦するには不
十分なものも多い。
また、関係者の努力が実り世界遺産の登録
に成功したとしても、それで活動は終わりで

名称 登録年 分類 

法隆寺地域の仏教建造物 1993 文化 

姫路城 1993 文化 

白神山地 1993 自然 

屋久島 1993 自然 

古都京都の文化財 1994 文化 

白川郷・五箇の合掌造り集落 1995 文化 

広島の平和記念碑（原爆ドーム） 1996 文化 

厳島神社 1996 文化 

古都奈良の文化財 1998 文化 

日光の社寺 1999 文化 

琉球王国のグスク及び関連遺産群 2000 文化 

紀伊山地の霊場と参詣道 2004 文化 

知床 2005 自然 

表1 日本における世界遺産と登録年

資料：UNESCOウェブサイトをもとに作成
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はない。例えば1993年に自然遺産に登録され
た白神山地のように、世界遺産登録により急
に知名度が高まり観光客が急増した登録地
は、許容能力以上の観光客による土地のオー
バーユースにより、糞尿やごみ、自然破壊に
よって負の影響を被っている例もある６。こ
のような登録地は、被害が顕著化してから対
策を立てることになりがちであり、最悪の場
合、自然・文化遺産の一部は回復不可能な事
態となることもありうる。

Ⅳ．三徳山の世界遺産推進活動
鳥取県において、世界遺産に登録された遺
産は存在しない。しかし、世界遺産の暫定リ
ストを目指し運動を開始したところ、または
これから世界遺産の暫定リストを目指すかど
うかを関係者と協議中のところがいくつか存
在する。これらの中でいち早く世界遺産推進
運動を開始し、また、歴史的な重要性という
点から、最も世界遺産登録の可能性の高いも
のが三朝町の三徳山である。
三徳山の標高は899.7ｍで、原生林を背景

とした景勝地であり、昭和９年（1934年）７
月７日付けで文部省から国の名勝及び史跡と
して指定を受けている。寺伝によれば、慶雲
三年（706年）、役行者による開山と伝えられ、
その後嘉祥二年（849年）慈覚大師円仁が釈
迦・阿弥陀・大日の三仏を安置したことか
ら、三仏寺と称したと伝えられている。山の
麓に輪光院、正善院、皆成院の三院があり、
本堂の裏の宿入橋を渡ると、急斜面の山道に
沿って、元結掛堂、観音堂、鐘楼堂、不動堂、
十一面観音堂、本堂（以上すべて県指定保護
文化財）、納経堂、地蔵堂、文殊堂（以上す
べて重要文化財）、投入堂（国宝）の建造物
が並んでいる。各建造物の設立時期はそれぞ
れ異なっているが、平安時代後期から安土桃
山時代にかけて建立されたものである。特に、
奥の院である投入堂は、三徳山の建造物の中
で最も古い時代（平安後期）に建立されたと

考えられているが、切り立った急斜面に建っ
ていることから、役行者が法力を持って崖の
窪みに投げいれたという寺伝があるのみであ
り、正式な建立の経緯については謎が多い。
三徳山の世界遺産運動は2001年から開始さ
れた。もともとは現三朝町長の「三徳山とい
う歴史的にも文化的にも貴重な遺産の重要性
を、地域住民及び世界的に認識してもらいた
い」という熱い思いがきっかけとなり、その
思いに三徳山三佛寺の住職が賛同して協力
し、世界遺産登録推進に向けた取り組みが
2001年６月１日から正式に開始された。
現在までの世界遺産に向けての具体的な推
進活動は表２のとおりである。

世界遺産推進運動の開始とともに、三朝町
では役場や三徳山付近での横断幕や立て看板
などの設置を行い、町民や三朝町を訪れる観
光客にPRし、世界遺産登録への気運の高ま
りを促すとともに、すでに登録されている世
界遺産の関係市町村への視察を実施した。ま
た、2002年国民文化祭では、「三徳山フェス
ティバル」と銘打ち、投入堂をはじめとした
建造物の科学的調査及び解明結果の発表、周

時　期 内　容 

●三徳地区行政懇談会 

　 有識者等から「三徳山は世界遺産に」三徳山世界遺 
産登録運動を提案 

●第１回年輪年代測定法調査（奈良文化財研究所） 

●第２回年輪年代測定法調査（奈良文化財研究所） 

●第17回国民文化祭・三徳山フェスティバル開催 

　 「大三徳山展」で投入堂・木造蔵王権現立像の創建 
時期に関する調査結果報告 

●三徳山を守る三朝町の会設立 

　 三徳山の貴重な建造物群を末永く保護し、地域との 

共存共栄を図りながら、 

世界遺産登録を目指すことを目的とする 

●三徳山語り部講座開始 

　 三徳山の素晴らしさを県外者などに広く伝える「語 
り部」の養成。 

●行者屋敷跡発掘調査（三朝町教育委員会） 

●三徳山世界遺産登録運動推進協議会設立 

　 県民レベルでの登録運動に取り組む体制の整備。 

2004年６月 ●三徳山大門跡試掘調査（三朝町教育委員会） 

●三徳縁御幸行列を復活する会設立 

　 三徳山が平成18年に開山千三百年を迎えるに当た 
り、御幸行列を復活することを目的とする 

2005年３月 ●地蔵堂修理完成（三朝町教育委員会） 

2004年３月 

2004年８月 

2001年１月 

2002年10月 

2003年３月 

2003年９月 

表2 三徳山に関する2001年からの主な取り組み

資料：鳥取県中部総合事務所ウェブサイト
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辺住民への聞き取り調査、自然環境調査など、
三徳山の解明されていない部分を明らかに
し、三徳山の価値を高めるための様々な包括
的な歴史文化調査事業を実施している。現在
までの運動の担い手は、当初は三朝町が中心
となり、それに三徳山三佛寺が協力し、さら
に現在は県と町がともに活動を支援するとい
う形を取っている。このように、これまでの
PR活動、その他の行事の活動主体は主に行
政であった。
しかし、最近そのような活動構造に少しず
つ変化が生じている。2000年４月施行の地方
分権一括法を契機に地方への権限委譲が進む
中、中央から地方へ交付される資金が減少し
ている。また、それと共に、少子高齢化、経
済の停滞などによる税収入の減少、他のどの
市町村とも合併を行わず、単独での存続を決
定したことなど、三朝町を取り巻く財政事情
は厳しい。このような財政上の問題と、県や
町の担当者がどれほど三徳山に思い入れを持
っていようとも、２～３年で担当を移動する
可能性を有しているという点を勘案すると、
行政主導の世界遺産推進運動にいずれ限界が
来るであろうことは容易に予想される。そし
て、このような状況に対処するため、行政に
代わり世界遺産推進活動の主導を握る主体が
必要とされているが、現状ではそのような主
体が育成されるには至っていない。
また、遺産保護と観光の観点から現在の世
界遺産推進運動を見ると、2005年の予定は、
2006年の1300年祭の用意と、三徳山の歴史的
調査・建造物の修復が主流となっているよう
に、世界遺産による観光振興という意味合い
が強く打ち出されており、本来の世界遺産の
目的である遺産保護の強調は二の次となって
いるように見受けられる。

Ⅴ．世界遺産と観光振興
世界遺産に登録されると、その遺産として
の価値を世界的に認められたということにな

り、世界中から観光客が当該地を訪問するこ
とが期待される。そして、このような観光客
の増加は、観光収入の増加や地域への経済波
及効果により地域を活性化すると考えられて
いる。このような期待は日本において特に大
きいが、実際に世界遺産登録がどれほど観光
客数の変化に影響を与えるのかについての実
証的な研究は少ない。そこで、ここではまず、
そのような数少ない研究の一つである服藤
［2004］の分析を紹介し、次に、その分析に
もとづき、三徳山の観光地としての可能性を
考察する。

Ⅴ.１．世界遺産と観光振興に関する先行研究

服藤は日本における各世界遺産登録地と観
光客数の関係を分析しており、両者の関係を
知る有力な手がかりを提供してくれる７。結
論から述べると、世界遺産登録による観光へ
の影響は世界遺産登録地ごとに異なってお
り、世界遺産登録後の観光客数の増減は、各
地域の地理的な特徴と深い関係にあるとい
える。
表３は各世界遺産登録地における観光客数
の推移を、世界遺産登録年を100として指数
化したものである。

法隆寺 姫路城 白神山地 屋久島 古都京都 

1989 112 117 48 82 96

1990 107 80 58 89 103

1991 104 85 75 106 100

1992 102 87 85 116 98

1993 100 100 100 100 98

1994 96 87 115 111 100

1995 89 68 168 123 87

1996 86 84 209 121 91

1997 77 70 224 126 95

1998 70 78 269 134 96

1999 67 70 320 124 95

2000 63 65 276 126 98

98 

2001 67 69 278 137 100

2002 60 71  294 139 

表3 世界遺産登録地の観光客数の推移
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服藤は、各世界遺産登録地を観光客の動向
により３つのタイプに分類している。つまり、
登録により観光客数が増加したタイプ（タイ
プA）、観光客数が登録前に比べ大きな変化
を示していないタイプ（タイプB）、観光客
が登録前から減少傾向にあり、その傾向は登
録後も継続しているタイプ（タイプC）の３
つである。タイプAには、白神山地、屋久島、
白川郷、グスク遺跡群、タイプBには、古都
京都、原爆ドーム、古都奈良、日光社寺、タ
イプCには、法隆寺、姫路城、厳島神社がそ
れぞれ含まれる。さらに、これらの各タイプ
の遺産の特徴を見てみると、以下のような特
徴をそれぞれ持っている。
まず、タイプAは、市街地から遠い人里離

れた場所にあり、世界遺産に登録される直前
頃から知名度が向上し、世界遺産登録によっ
て観光地として確立されたという特徴を持
つ。次に、タイプBは、世界遺産登録前から
既に観光地として有名であり、広範囲に点在
しているという特徴を持つ。最後に、タイプ
Cは、タイプB同様に世界遺産登録前から既
に観光地として有名であったが、単独で存在
しているものである。これより、世界遺産に

よる観光客の増減は、登録前からの知名度、
人里から遺産登録地までの地理的な距離、ま
た、遺産登録地の大きさや遺産の数にかなり
左右されるということが理解できる。
以上が服藤による分析であるが、この分析
にさらに筆者の考察を加えるならば、最近の
観光形態の変化が、世界遺産登録地の人気度
にも大きく影響を及ぼしていると考えられ
る。その変化とは、大型バスを借り切って、
集団で限られた時間内でできる限り多くの名
所だけを見て回るという周遊型観光から、エ
コ・ツーリズムや他の自然体験型観光のよう
に、自分の足で歩きながら名所を見て回る、
或いは自然に触れながら楽しむというよう
に、自分の身体や五感を使って観光を楽しみ
たいという観光客の割合が増加しているとい
うものである。観光客が好む観光形態のこの
ような変化は、観光客の観光地としての世界
遺産登録地に対する好みにも少なからず反映
されていると思われる。したがって、タイプ
Ａの中でも特に観光客の増加がめざましい白
神山地や屋久島などの地域は、現在の観光客
が好む自然体験型観光が楽しめる地であるこ
とから、知名度向上とともに観光客が増加し
ているともいえるであろう。

Ⅴ.２．三徳山の観光地としての特徴

では、先の分類によると、三徳山はどのタ
イプに最も近いだろうか。三徳山の特徴は次
のようなものであると思われる。
第１に、三徳山の本質的な特徴は、山岳信
仰の修験者の修行の場であり、他の山岳信仰
の場がそうであるように、人里離れた場所に
存在する。現在も三徳山を所有する三佛寺は、
天台宗の寺として信仰の場である。
第２に、全国における知名度はそれほど高
くはないが、世界遺産及び三徳山1300年祭に
向けてのPRを県・三朝町が中心となって積
極的に行ってきたことから、少しずつではあ
るが、三徳山の知名度は高くなってきている。

白川郷 原爆ドーム 厳島神社 古都奈良 日光社寺 グスク遺跡群 

1989 86 87 96 113 134 49 

1990 87 88 96 115 141 62 

1991 89 91 92 112 140 61 

1992 89 91 87 110 137 67 

1993 72 90 91 108 123 112 

1994 87 98 101 106 117 102 

1995 100 98 97 105 115 95 

1996 132 100 100 104 118 93 

1997 139 108 105 103 109 98 

1998 136 98 90 100 101 98 

1999 137 101 83 101 100 103 

2000 160 97 81 102 114 100 

2001 185 97 81 105 106 98 

2002 200 98 88 107 105 117 

資料：服藤［2004］をもとに作成。
（注）世界遺産登録年＝100とする。
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また、全国的に巡礼の旅が見直されつつあり、
有名作家による巡礼に関する著書で三徳山が
取り上げられたことも、知名度を上げる要因
となっている。
第３に、観光客数（参拝者）は、知名度の
向上とともに年々増えている。秋の「炎の祭
典」のような主要行事の際には、通常400円
の参拝料を無料とすることなどから、正確な
参拝者数の計測は困難であるが、三徳山への
参拝希望者からの問い合わせは確実に増えて
いる。しかし、参拝道がかなりの傾斜面であ
り、道幅の狭く滑りやすい箇所がいくつかあ
ることから、悪天候の日、および15時以降の
入山を禁止しており、実際の入山者はそれほ
ど増加していない。
第４に、観光地としての三徳山の特徴は、

山の中に各堂が点在し、それぞれの建造物間
はかなり険しく、起伏に富み、醍醐味のある
山道で結ばれている。この点から、三徳山は
巡礼とともに自然体験型観光を楽しめる場所
である。しかし、もともと修験場であること
から、参拝道としての山道は、危険な場所で
あってもあえて柵や必要以上の補助手段を取
り付けていない。これは、観光地として整備
されるとなると安全性を指摘される点である
が、三徳山が巡礼の場であることを考えると、
安易な補助手段の設置には慎重に対処する必
要がある。
以上のような三徳山の特徴を、先ほどの世
界遺産登録地への観光客数の変化による分類
に照らし合わせると、タイプA～Cの中では、
人里離れた場所に存在しているという点はま
さにタイプＡに相当する。しかし、世界遺産
推進活動とともに、知名度が上がり急激に観
光客が増加するかどうかに関しては、先に述
べたように、希望者が入山したい日と天候が
合致するわけではないことから、明確に予想
することは難しい。このように、三徳山は、
必ずしも正確に先の分類に当てはまる特徴を
有しているわけではないが、観光地としての

魅力は、自然を体感しながら原生林の中にあ
る歴史的建造物の神秘性に触れることができ
るという、まさに現在の観光客が嗜好する自
然体験型観光地である。このことから、三徳
山の観光資源としての潜在的な能力はかなり
高いということがいえる。

Ⅵ．世界遺産推進活動関係者の意識調査
ここでは、この論文に先立ち実施した三徳
山世界遺産運動推進関係者の意識調査の結果
にもとづき、世界遺産運動推進関係者の持続
可能な観光に対する意識を考察し、次章の分
析への鍵とする。対象者は、三徳山・観光関
係の職務に従事する公務員、地元大学生、三
徳山関係者などで、68人から回答を得た。
この調査結果によると、三徳山の世界遺産
推進運動について94.1％が既に知っていると
回答している。活動開始から４年が経ち、多
くの関係者が三徳山の世界遺産推進活動を認
知していることが理解できる。
また、三徳山が世界遺産登録を目指すこと
に対して、賛成が86.4％、反対が13.6％とな
っている。賛成派の理由は、「観光の名所と
して確立して欲しい」、「地域振興につながる」
など、三徳山が世界遺産になることが鳥取県
全体の知名度上昇につながることを期待する
意見が多い。一方反対派は、世界遺産登録に
より訪問者が増加することによって、周辺環
境が変化することに対する危惧の念を持って
いる。この結果から、世界遺産に賛成するも
のは世界遺産登録により観光振興が図れると
考えており、むしろ、反対者のほうが世界遺
産の保護に対する関心が強いということを示
している。
三徳山の魅力に関する質問に対しては、

「投入堂建立にまつわる神秘性や謎が魅力で
ある」と回答するものが最も多く、また、
「自然と文化財との絶妙な景観が魅力である」
という回答が次に多いものであった。
しかしながら、78.3％の回答者が、三徳山
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が世界遺産になるためには解決すべき課題が
あると考えている。この理由としては、「歴
史的・文化的遺産に対する地域関係者の認識
不足」、「他の世界遺産との差別化ができてい
ない」、「登山道の整備」などが主なものであ
った。後者の２つの意見は、回答者の観光振
興ありきの考えを反映する意見であると考え
ることができる。
また、このような課題に対していかなる対
策を取るべきか、との問いに対し、「遺産の
価値を含め積極的にPRすること」、「ユネス
コや専門家を招いて研究会を行う」、「研究者
の常駐配置」、「三徳山を核とした三朝町およ
び鳥取県の観光ルートの策定」、「地元の盛り
上がりを県全体のものに拡げていくような施
策」、「調査と保護を一元的に行うような体制
の整備」など、調査体制の整備と、開発と環
境保全のバランスを維持させるような戦略の
必要性が主な意見として挙げられていた。
三徳山及びその周辺環境に関して望むこと
としては、「現状のままでいい」という意見
と、「もっと観光振興のために道路、駐車場
を整備してほしい」という、整備という名目
での開発を容認する意見の、二つの相対立す
る意見がほぼ同割合で見られた。このことは、
どこまでの開発が許されるのかという、この
地域における持続可能な観光に関する合意形
成が図られていないことを示す例といえる。

Ⅶ．持続可能な観光の視点からの意識
分析
ここでは、先のアンケート結果と現状を踏
まえ、遺産保護と観光振興の観点から推進運
動関係者の意識分析を行う。
まず、アンケートの回答から明らかになっ
たのは、世界遺産推進運動関係者に遺産の保
護と観光振興という概念に関して混乱が生じ
ているということであった。遺産の保護と観
光振興という互いに矛盾する点を内包する概
念は、持続可能性に配慮して観光を活用する

ことにより、自然環境や文化遺産の保全に役
立つという考え方に変化しつつある８。しか
し、持続可能な観光の前提条件となっている
観光資源の保全と観光活性化の両立のため
に、保全の対象となる遺産のどこまでを観光
資源として活用し、周辺地域もどこまで観光
地として整備するか、また、どの程度の開発
を整備と呼び、どの程度以上をいわゆる「開
発」と呼ぶのかに関しては、各個人の価値観
に大きく左右される。したがって、この持続
可能な観光を誰もが納得するような形で進め
ていくためには、世界遺産推進運動関係者、
観光業従事者、地元住民、三院（輪光院、正
善院、皆成院）の檀家などの間で、持続可能
な観光に対する認識と合意形成が不可欠であ
る。これに関しては、開発してしまった後で
は世界遺産候補となるに必要な価値の低下を
招く事態にもなりかねず、早急に関係者間で
勉強会を兼ねた協議が必要とされる。
次に、一番目の課題と関連する点であるが、
世界遺産登録によって地域の観光活性化が急
速に進展するという意識が回答者の中に大変
根強いということである。しかし、先に述べ
たように、世界遺産登録が必ずしも常に観光
振興をもたらすとは限らない。世界遺産に登
録された場合には、コア（核）・エリアとバ
ッファー（緩衝）・エリアが設けられ、周辺
地域の環境保全もかなり重要となる。推進運
動関係者は、三徳山が遺産として指定される
場合、世界遺産登録とともに多くの生活上の
規制が三徳山とその周辺に課される可能性を
認識しておくともに、そのような規制を理解
した上での観光振興を考える必要がある。ま
た、推進運動関係者は、そのような規制を順
守するという気概を永続的に持つ覚悟をしな
ければならない。
さらに、三徳山に関しては伝説が多く、建
立にまつわる歴史のほとんどが論理的に証明
されていない。この点は運動推進関係者に、
三徳山の価値や真正性を本当に信じるべきか
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運動関係者だけでなく、より広い意味での関
係者を対象として、勉強会と協議を重ねてい
くことが早急に必要とされている。

１正式名称は、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関す
る条約」

２文化遺産と自然遺産の定義の詳細は世界遺産条約の第１
条と第２条参照

３ UNESCOウェブサイト
４同上
５平成16年12月4日付朝日新聞
６石川［2001］pp 59－60
７ 服藤［2004］pp9-10
８ 例えば、WTOの「持続可能な観光」の定義
（http://www.world-tourism.org/sustainable/concepts.htm）
を参照
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